
 

 

 

太陽光発電設備リサイクル制度小委員会の設置について 

 

令和６年８月 29 日 

循環型社会部会決定  

 

中央環境審議会議事運営規則（平成 13年１月 15日中央環境審議会決定）第８条第１項

の規定に基づき、次のとおり決定する。  

 

１．中央環境審議会循環型社会部会（以下「部会」という。）に、太陽光発電設備リサイク

ル制度小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。  

 

２．小委員会は、太陽光発電設備リサイクル制度及び使用済太陽光発電設備の再利用の推

進の在り方に関する事項等について審議する。  

 

３．小委員会の決議は、中央環境審議会循環型社会部会長の同意を得て、部会の決議とす

ることができる。 
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